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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
五
稜
郭
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
城
郭
の
文
化
財
保
護
と
利
活
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
、
二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

文
化
財
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
一
条
に
お
い
て
「
こ
の
法
律
は
、
文

化
財
を
保
存
し
、
且
つ
、
そ
の
活
用
を
図
り
、
も
つ
て
国
民
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
世
界
文
化
の
進
歩
に
貢

献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
に
文
化
審
議
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
文

化
財
の
確
実
な
継
承
に
向
け
た
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
保
存
と
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
第
一
次
答
申
）
」
に

お
い
て
「
文
化
財
の
保
存
と
活
用
は
、
共
に
、
文
化
財
の
次
世
代
へ
の
継
承
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
保
存
と
活
用
を
図
り
つ
つ
次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。ま

た
、
お
尋
ね
の
「
近
代
城
郭
」
及
び
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
同
法
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
で
あ
る
城
跡
等
の
史
跡
等
（
以
下
単
に
「
史
跡
等
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
が
開
催
し
た
「
史
跡
等
整
備
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
会
」
に
お
い
て
、
平
成
十

一



三
年
四
月
に
、
「
史
跡
等
の
保
存
・
整
備
・
活
用
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
を
作
成
し
て
、
「
史
跡
等
が
整
備

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
住
民
に
と
っ
て
の
文
化
的
活
動
の
場
と
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
、
ゆ
と
り
あ
る

生
活
空
間
づ
く
り
の
中
核
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
域
の
文
化
的
な
観
光
資
源
と
な
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
。
」
等
の
理
念
を
示
し
、
ま
た
、
平
成
十
六
年
三
月
に
、
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
史
跡
等
の
保
存
及
び
活
用
を
適
切

か
つ
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
「
史
跡
等
整
備
の
て
び
き－

保
存
と
活
用
の
た
め
に－

」
を
作
成
し
、
例
え

ば
、
都
市
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
城
跡
に
つ
い
て
、
公
園
の
整
備
と
史
跡
等
の
本
質
的
価
値
の
保
存
と
活
用
を
目
的
と
す

る
整
備
事
業
と
の
調
整
の
観
点
か
ら
城
郭
の
整
備
の
在
り
方
を
示
し
た
り
、
地
方
公
共
団
体
の
文
化
財
主
管
課
、
公
園
緑
地

部
局
、
観
光
部
局
等
の
連
携
の
重
要
性
を
示
し
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
史
跡
等
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
公
園
」
や
「
観
光
資
産
」
等
と
し
て
の
活
用
と
の
整
合
性
を
図
り
つ

つ
、
次
世
代
へ
の
継
承
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
史
跡
等
が
存
在
す
る
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
者
が
連
携
し
、
史
跡
等
の
状
態

に
応
じ
た
適
切
な
対
処
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
文
化
財
保
護
法
上
の
近
代
城
郭
の
文
化
財
」
及
び
「
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
城
址
公
園
等
」
の
具

二



体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
史
跡
等
で
あ
る
城
跡
は
、
お
尋
ね
の
「
渡
島
、
檜
山
地
方
」

に
九
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
上
の
都
市
公
園
内
に
あ
る
も
の
が
二
つ
あ

り
、
条
例
上
の
公
園
内
に
あ
る
も
の
が
一
つ
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三


